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報告徴収等ヒアリング票
I　事業場等の概要 令和 年 月 日

名称

事業場数

県内 所

所在地

〒 －

県外 所

TEL
フリーランス

との取引実績
有 無 不明

事業内容 事業開始 年 月 日

代表者職・氏名 労働組合の有無 有 無

労働者数（人）

女　　性 男　　性 派遣労働者

合計
正規
社員

短時間・
有期雇用
労働者

その他 合計
正規
社員

0

短時間・
有期雇用
労働者

その他 女性 男性

週の所定労働時間 時間／週 変形労働時間制度

当該事業場 0 0

企業全体 0

有 （ ） 無

※「フリーランスとの取引実績」は、これまでフリーランス（個人）に業務（仕事）を発注することがあったかについて、その有無を記載ください。

※「短時間・有期雇用労働者」とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて、短い
労働者」又は「事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者」、又はその両方に該当する労働者です。

※「派遣労働者」とは派遣先として受け入れている派遣労働者です。

情報公表の状況 【対象期間（事業年度） 年 月 日】

※貴社の該当項目に☑を入れるとともに、公表している数値をご記入ください。

項目 有無 数値（％） 掲載場所 公表年月日

日 ～ 年 月

日
自社HP

無 ％ ％

女性の活躍推進
企業データベース

年 月
有 全労働者 正規 非正規

％

年 月 日

その他

女性管理職比率の公表
（女性活躍推進法関係）

（常用労働者101人以上のみ）

有
女性の活躍推進
企業データベース

％

男女の賃金の際の情報公表
（女性活躍推進法関係）

（常用労働者101人以上のみ）

自社HP
無

その他

男性の育児休業等取得率の公表
（育児・介護休業法関係）

（常用労働者301人以上のみ）

有
女性の活躍推進
企業データベース

日
自社HP

無
その他

％ 年 月



１　育児休業、介護休業取得実績 （人）

２　育児休業・出生時育児休業・介護休業等の取扱通知書を労働者に交付 （ ・ ）

就業規則の適用年月日 （ 年 月 日 ） 法委任規定 （ ・ ）

☑

⇒ 労使協定 （　 ・ ）

男女とも子が１歳に達するまで、２回に分割して、申し出た期間休業できる

保育所に入れない等の特別な事情がある場合、 （　 ・ ） 休業できる

⇒ 労使協定 （　 ・ ）

男女とも出生後８週間のうちに４週間、２回に分割して、申し出た期間休業できる

申出期限が２週間前より以前となっている　　 ⇒ 労使協定 （　 ・ ）

出生時育児休業期間中に就業ができる　　 ⇒ 労使協定 （　 ・ ）

小学校第３学年修了まで取得できる

子が１人の場合は年５労働日、２人以上の場合は年10労働日取得できる

（ 具体的に ）

週の所定労働日数が２日以下の労働者は取得できない　 ⇒ 労使協定 （　 ・ ）

継続雇用期間６か月未満の労働者は取得できる

１日単位 半日単位 時間単位 その他 （ ）

時間単位の取得が困難な業務がある　 ⇒ ） 労使協定 （　 ・ ）

所
定
外
労

働
の
制
限

小学校就学前まで何回でも請求できる

子が３歳に達するまで取得できる

１日の所定労働時間を原則として６時間とする措置を含むものとなっている

短時間勤務が困難な業務がある ⇒ ） 労使協定 （　 ・ ）

　 （　 ・ ） 制度の内容（具体的に） ⇒ （ ）

３歳以上小学校就学前まで利用できる

始業又は終業時刻の繰上げ・繰下げ（時差出勤の制度） フレックスタイム制

テレワーク等 （

養育両立支援休暇 （

保育施設の設置運営等 ベビーシッターの手配及び費用負担

短時間勤務制度 所定労働時間６時間以下の労働者の利用 （ ・ ）

措置を講ずるに当たって過半数労働組合等からの意見聴取 （ ・ ）

日間/年）

具体的業務（

具体的業務（

日間/月）

※同一労働者が同じ子について育児休業又は出生時育児休業（産後パパ育休）を複数回取得した場合や、
保育所に入所できずに期間を延長して取得した場合等は、１人として記入してください。

取得できる事
由

Ⅱ　自社の規則が法令に沿った内容になっているか、当てはまる項目に☑してください。 令和６年に改正・見直し等があった制度・措置

代替措置

所
定
労
働
時
間
の

短
縮
措
置
等

講じている措
置

取得単位

取得日数

Ⅰ　育児・介護関係の制度等の利用者の状況（過去１年間）

採用から１年未満の労働者は取得できない

採用から１年未満の労働者は取得できない

項　　　　目

介護休業
うち出生時育児休業

（産後パパ育休）
育児休業（※）

本人又は配偶者が
出産した労働者

男性

女性

育
児
関
係
制
度

柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め

の
措
置

規定の有無

子
の
看
護
等
休
暇

育
児
休
業

出
生
時
育
児
休
業

有 無

している していない

有 無

１歳６か月まで ２歳まで

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

病気・けが 予防接種 健康診断 入園式 卒園式

入学式 学級閉鎖等 その他

可 不可

聴取した 聴取していない



☑

以下のいずれか１つ以上の措置を講じている（講じている措置すべてに☑）

①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施

　研修対象者 （ ）

　実施状況

②育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備

　周知状況

③雇用する労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供

　実施状況

④育児休業・出生時育児休業制度と取得促進に関する方針の周知

　周知状況

① 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出 （　 ・ ）

② ①が「有」の場合、育児休業制度の個別周知

（　 ・ ・ （ ） ）

③ ②が「している」場合、周知事項

（ ）

④ ①が「有」の場合、育児休業取得の意向確認

（　 ・ ・ （ ） ）

⑤ ①が「有」の場合、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取

（　 ・ ・ （ ） ）

⑥ ⑤が「している」場合、聴取事項

⑦ ⑤が「している」場合、配慮の状況（具体的に）

① 子が１歳11か月に達する日の翌々日から２歳11か月に達する日の翌日までの労働者 （ ・ ）

② ①が「いる」場合、措置の個別周知

（　 ・ ・ （ ） ）

③ ②が「している」場合、周知事項

（　 ・ ） を周知している

④ ①が「いる」場合、対象措置の利用の意向確認

（　 ・ ・ （ ） ）

⑤ ①が「いる」場合、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取

（　 ・ ・ （ ） ）

⑥ ⑤が「している」場合、聴取事項

⑦ ⑤が「している」場合、配慮の状況（具体的に）

時期：

時期：

時期：

時期：

時期：

時期：

項　　　　目規定の有無

妊
娠
・
出
産
等
申
出
時

個
別
周
知
・
意
向
確
認
、

意
向
の
聴
取
・
配
慮

個
別
周
知
・
意
向
確
認
、

意
向
の
聴
取
・
配
慮

柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置

育
児
関
係
制
度

育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
雇
用
環
境
の
整
備

全労働者に実施済 管理職のみに実施済

全労働者に周知済 正規労働者のみに周知済

全労働者に周知済 正規労働者のみに周知済

全労働者に周知済 正規労働者のみに周知済

有 無

している していない 今後実施予定

育児休業に関する制度の内容

育児休業期間の社会保険料の取扱い

育児休業の申出先 育児休業給付に関すること

その他

している していない 今後実施予定

している していない 今後実施予定

勤務時間帯（始業及び終業の時刻）

仕事と育児の両立に資する就業の条件（業務量、労働条件の見直し等）

勤務地（就業の場所） 両立支援制度等の利用期間

いる いない

している していない 今後実施予定

柔軟な働き方を実現するための措置として選択した対象措置のうち 全部 一部

対象措置の申出先 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限制度の内容

している していない 今後実施予定

している していない 今後実施予定

勤務時間帯（始業及び終業の時刻）

仕事と育児の両立に資する就業の条件（業務量、労働条件の見直し等）

勤務地（就業の場所） 両立支援制度等の利用期間

全労働者 管理職 その他



☑

採用から１年未満の労働者は取得できない。 ⇒ 労使協定 （　 ・ ）

対象家族１人につき通算93日まで取得できる

93日間を３回まで分割して取得できる

（ ）

週の所定労働日数が２日以下の労働者は取得できない ⇒ 労使協定 （　 ・ ）

継続雇用期間６か月未満の労働者は取得できない

（ ）

時間単位の取得が困難な業務がある　 ⇒ 具体的業務 （ ）

⇒ 労使協定 （　 ・ ）

対象家族が１人の場合は年５労働日、２人以上の場合は年10労働日取得できる （ ）

以下のいずれか１つ以上の措置を講じている（講じている措置すべてに☑）

　

連続する３年以上の期間で、２回以上の利用が可能　（④を除く）

以下のいずれか１つ以上の措置を講じている（講じている措置すべてに☑）

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

　研修対象者 （ ）

　実施状況

②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

　周知状況

③介護休業・介護両立支援制度等の取得事例の収集・提供

　実施状況

④介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

　周知状況

① 介護に直面した旨の申出 （　 ・ ）

② ①が「有」の場合、介護休業・介護両立支援制度等の個別周知

（　 ・ ・ （ ） ）

③ ②が「している」場合、周知事項

④ ①が「有」の場合、介護休業・介護両立支援制度等の取得・利用の意向確認

（　 ・ ・ （ ） ）

① 令和８年４月１日～令和９年３月31日までに40歳に達する労働者 （　 ・ ）

② ①が「いる」場合、情報提供を　

（　 ・ ・ （ ） ）

③ ②が「している」場合、情報提供した事項

時期：

時期：

項　　　　目

対象家族　

取得単位

時期：

介
護
休
業

規定の有無

介
護
休
暇

介
護
関
係
制
度

所
定
労
働
時
間
の
短
縮

等
の
措
置

介
護
に
直
面
す
る
前
の
早
期
の
情

報
提
供

介
護
離
職
防
止
の
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備

介
護
に
直
面
し
た
旨
の
申
出
が
あ
っ

た
場
合
の

措
置
等

有 無

配偶者 父母 子 配偶者の父母

祖父母 兄弟姉妹 孫 その他

有 無

１日単位 半日単位 時間単位 その他

有 無

その他

所定労働時間の短縮措置

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ（時差出勤の制度）

フレックスタイム制

介護サービス費用の助成等

全労働者に実施済 管理職のみに実施済

全労働者に周知済 正規労働者のみに周知済

全労働者に周知済 正規労働者のみに周知済

全労働者に周知済 正規労働者のみに周知済

全労働者 管理職 その他

有 無

している していない 今後実施予定

介護休業制度の内容

申出先 介護休業給付に関すること

介護両立支援制度等の内容

している していない 今後実施予定

いる いない

している していない 今後実施予定

介護休業制度の内容

申出先 介護休業給付に関すること

介護両立支援制度等の内容


